
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 都 市 財 政 の 実 態 に 即 応 す る 

財 源 の拡 充 についての要 望 （抄 ） 
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重点要望事項（税制関係） 

１ 真の分権型社会の実現のための国・地方間の税源配分の是正 

消費税、所得税、法人税など複数の基幹税からの税源移譲を行い、国・地方
間の「税の配分」をまずは５：５とすること。 
さらに、国と地方の新たな役割分担に応じた「税の配分」となるよう、地方

税の配分割合を高めていくこと。 
なお、地方公共団体間の財政力格差の是正については、地方間の税収の水平

調整ではなく、地方税財源拡充の中で地方交付税等も含め一体的に行うこと。 
 

２ 大都市特有の財政需要に対応した都市税源の拡充強化 

大都市特有の財政需要に対応するため、都市税源である消費・流通課税及び
法人所得課税などの配分割合を拡充強化すること。 
特に、地方消費税と法人住民税の配分割合を拡充強化すること。 
 

３ 事務配分の特例に対応した大都市特例税制の創設 

道府県から指定都市に移譲されている事務について所要額が税制上措置され
るよう、道府県から指定都市への税源移譲により大都市特例税制を創設するこ
と。 
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重点要望事項（財政関係） 

１ 国庫補助負担金の改革 

国と地方の役割分担を明確にしたうえで、国が担うべき分野については、必
要な経費全額を国が負担するとともに、地方が担うべき分野については、国庫
補助負担金を廃止し、所要額を全額税源移譲すること。 

 

２ 国直轄事業負担金の廃止 

国と地方の役割分担の見直しを行ったうえで、国が行うこととされた国直轄
事業については、地方負担を早期に廃止すること。 
また、現行の国直轄事業を地方へ移譲する際には、所要額を全額税源移譲す

ること。 
 

３ 地方交付税の改革等 

地方交付税総額については、地方の財政需要や地方税などの収入を的確に見
込むことで、必要額を確保すること。 
臨時財政対策債は速やかに廃止し、国・地方を通じた歳出削減努力によって

もなお生じる地方財源不足の解消は、地方交付税の法定率引上げによって対応
すること。 
地方交付税の算定にあたっては、大都市特有の財政需要を的確に反映させる

とともに予見可能性の確保に努めること。 
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要望事項（税制関係） 

１ 消費・流通課税の充実 

消費・流通課税の市町村への配分割合の大幅な拡充を図ること。 
特に、国・地方間の税源配分の是正を図る中で、地方消費税のより一層の充

実を図ること。 
 

２ 所得課税の充実（個人住民税） 

国・地方間の税源配分の是正を図る中で、税収が安定した市町村の基幹税目
である個人住民税のより一層の充実を図ること。 

 

３ 所得課税の充実（法人住民税） 

都市的税目である法人住民税について、大都市特有の財政需要に対応するた
め、国・地方間の税源配分の是正を図る中で配分割合の拡充を図ること。 

 

４ 固定資産税の安定的確保 

固定資産税は、税源の偏在性が小さく、基礎的行政サービスの提供を安定的
に支えるうえで重要な基幹税目であるので、今後も公平かつ簡素な税制を目指
すとともに、その安定的な確保を図ること。 

 

５ 定額課税の見直し 

相当期間にわたって据え置かれている定額課税については、市町村の財源確
保の観点から、税負担の均衡や物価水準等を考慮しつつ、適切な見直しを行う
こと。 

 

６ 税負担軽減措置等の整理合理化 

地方税の税負担軽減措置及び国税の租税特別措置の一層の整理合理化を進め
ること。 
特に、新築住宅に係る固定資産税の減額措置を含め、固定資産税・都市計画

税の非課税、課税標準の特例及び減額措置等については、抜本的な見直しを行
うこと。 
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  要望事項（財政関係） 

１ 国庫補助負担金の超過負担の解消と運用・関与の改善 

国庫補助負担金の改革がなされるまでの間、存続する国庫補助負担金につい
ては、超過負担の解消、弾力的な運用及び事務手続の簡素合理化を図ること。 

 

２ 地方債の発行条件の改善 

地方債のうち政府資金について、発行条件の改善、安定的な確保並びに補償
金免除繰上償還に係る特例措置の対象の拡大及び延長を行うこと。 
また、地方債の償還期間については、施設の耐用年数に応じた弾力的運用を

行うこと。 
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